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1. はじめに

本稿では，外国人ニューカマーによって形成

された集住地域の中で 中国人の集住地域に着

目し，そこにおける多文化共生の取り組み実態

の事例分析を通して その取り組みが地域にお

いてもっている意味，そして，存在している課

題を解明・検討し，さらに，地域における多文

化共生形成のメカニズム構築の可能性について

考察する。

1980年代以降，国境を越えた人の移動が活発

になって，多くの外国人(ニューカマー)の来

日が促進されてきた。その背景には技能実習，

留学，永住等の在留資格を持っている者が増加

していることがあった(1)。日本社会での定住化

に伴い，外国人が地域社会の生活者となって日

本人住民と共生するようになった。さらに，公

営住宅の入岩条件が緩和されたため(へ多くの

外国人の入居が促進され，外国人集住地域が形

成されてきた。

1990年代以降，中国の経済発展に伴い，中国

人の来日が急増した。その多くは20代で日本に

留学し，そのまま日本の企業に就職して日本で

生活をしている。しかも，より良い住宅環境を

求めて東京大都市圏の 1都 3県(東京都，神奈

川県，埼玉県，千葉県)に集住する傾向が強い

といわれているヘ単純労働力ではなく平均以

上の収入を得て日本での生活に適応しているよ

うに見える中国人の集住地域においては，どの

ような開題があるのか，これまで十分に研究さ
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れていない。他方，日系南米人の集住地域にお

いては多文化共生推進協議会ωのような組織が

設置されており，就労支援や居住支援のような

生活保障について取り組んでいる。では，中国

人集住地域においては どのような状況に遭遇

しているのであろうか。

このことを究明するために，筆者は中国人の

ニューカマーが集住している地域の一つである

埼玉県のA団地を事例対象として，地域におけ

る多文化共生推進の実態について調査ωを行っ

た。結果としては，日本人住民が中国人と共生

するに際して，文化的相違に基づく誤解等があ

ることが分かった。そこには交流疎外(6)による

信頼の欠如があるといえよっ。こうした状況を

解消するために， AI歪地の住民組織たる自治会，

商庖会及び公的社会教育機関である公民館が

様々な対策を考えて住民間の交流を促進して，

多文化共生の取り組みを始めた。しかし， A団

地においては，日本人住民と中国人のi習に生じ

た誤解等が相変わらず存在している。

その原因を解明するために，本稿では， A団

地において展開された多文化共生の取り組みを

検討し，そのような取り組みがA団地において

もっている意味，及び地域内で、多文化共生を形

成するにあたりどのような諜題があるかを解明

し，多文化共生形成のメカニズム構築の可能性

について考えた ¥;'0

本稿は，政策レベルの多文化共生施策を参照

しつつ，地域社会における生活レベルの多文化

共生について検討を行いたい。また，外国人集

住地域に関する研究とはいえ，埼玉県川口市に

おける中国人が集住する A団地の事例であるこ
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とをお断りしておきたい。

2.埼玉県川口市の多文化共生と A団地の概況

2 -1.埼玉県JlI口市の多文化共生指針

埼玉県川口市は， 2010年度時点で外国人登録

人口がさいたま市を超え，埼玉県で第 l位，全

国で第 6位の自治体となっていた(九 )11口市は

埼玉県の南端に位置し，荒川を隔てて東京に接

しており，また県内では戸田-蕨・越谷・草

力1].さいたまの各市に接している。 )11口市の大

部分は都心から 10~20キロ圏内に含まれてお

り，大都市の都心部から近いというメリットの

ため，東京都のベッドタウンになっている。

2013(平成25)年末現在， )11口市の総人口は

583，989人に達し，外国人登録者数は22，958人で

あり，総人口に占める割合が約4.0%となってい

る(8)

市の多文化共生施策は，多文化共生の推進に

関する研究会の定義した「国籍や民族などの異

なる人々が，互いの文化的ちがいを認め合い，

対等な関係を築こうとしながら，地域社会の構

成員として共に生きていくこと」ωという多文化

共生の考え方に則って進められている。 2011年

に多文化共生指針策定委員会側を設置し， )11口

市自治基本条例，第 4次総合計画，及び埼玉県

多文化共生推進プランに基づき，今後)11口市が

外i主人住民とともに多文化共生を進めていくみ

ちを検討した。その検討を踏まえ， )川i行i口市の多

文化共生子担社j土:会の実現に!向苅けた基本的な考え方と

具体的なな:jlt進内容は以 Fの r)川i行i口市多文イ化ヒ共生

指針針'j に示されている (ωi口川iυ)

計誰í~ に対対.しでも平等に受け入れる人権の尊重，

あなたも地域参加者のひとりにする地域社会の

活性化，及び外国人住民も自ら地域社会に参加

できる地域社会をつくる。

rJII口市多文化共生指針jにおいては，地域社

会における呂常生活レベルの共生についてより

明確化され，日本人と外国人を問わず誰でも地

域住民として尊重され平等に受け入れられ，外

国人の地域社会への参画が表明された。しかも，

国籍，民族あるいは集団にかかわらず，人と人

との共生が大事であるということが提唱された。

このような「自己jと「他者」との共生を自指

している市の方針に対して A団地における多

文化共生の現状を見てみよう。

2 -2. A団地について

A団地は川口市のN地区に位宜し， Y町に所

在している。 2013(平成25)年末現在， Y町に住

んでいる人口総数は5，047人，世帯数は約2，862

世帯であり，そのうち，外国人の人口総数は

2，276人で， 1，226世帯となっている ωo )11口市

において， YI可に住んでいる外国人が一番多い。

工場の跡地に建設された UR賃貸住宅である

A団地(ゅは，建設当時に保育園や郵便局， A団

地B公民館(以下， rB公民館jとする)等の公

共施設が揃って，自治会や商庖会のような住民

組織も形成されていた。 30年以上経て，他の公

営住宅と同じように， A団地では設備の老朽化

に加え，現住民の子世代が転出し居住者は親世

代の高齢者である。自本人の入居者の減少によ

る多くの空部屋を再利活用するため，入居条件

が一層緩和された。また 都心から近く交通の

使がよいというメリットがあって， A団地に居

住するタトI~人ニューカマーが多くなってきた。

その中で中国人の居住者が一番多いといわれる。

IT関係会社の社宅として入居することは中国人

がA団地に居住する契機となった。現在， IT 関

係の会社員以外，他の職業についている若い世

代の中国人とその家族が短期的な居住地として

A団地に多く集まってきた。したがって，入居

者の回転率が高いといわれる (14)。

このような地域において，異なる文化を持っ

ている住民間に何等かの葛藤が生じているので

はないかという問題意識をもって，筆者はA団

地を訪問した。岳地の UR都市機構と自治会，

B公民館職員によると， A団地では日本人住民

と中国人の間で車し擦がないとのことであった。

しかし，団地内の掲示板を見ると，住民間に問

題があるように思われた。

例えば， 2012年末頃，団地内の掲示板に，出

入りの通路に群集して話さないようにという内

容が中国語のみで告知された(1九この告知文が

どのように受け取られるかは読む人の立場によ
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って異なるのである。中毘語で表示されたこと

は，自本人住民と中国人に注意される対象が中

田人だと思わせるのではないか。中居人から生

じた出来事への注意を わざと分かりやすい方

法で中国人に伝えようという「好意jをもって

出された告知は，却って中国人と日本人住民と

の対立を明示することになった。つまり，私た

ち(中国人)とあなたたち(日本人住民)とい

う区別ないし差別的な意識が読み取れるように

思われる。掲示板によって一方的な通告が，却

って住民間の交流疎外になるのではないか。

このような対応によって， 日本人住民と中国

人が明確に分けられて，接触や交流等を殆どせ

ずに生活しているため 葛藤が存在しないとい

うより，むしろ，これまで存在した葛藤が葛藤

でないとされたように考えてよいのであろう。

この告知を見た中国人の考えが日本人住民に伝

えることができない状況にあるため，日本人住

民には「乳繰がない」と思わせたのではないか，

と筆者は考えている。これも交流疎外のために

生じた無理解ないし誤解であるといえよう。

3. 日本人住民側の取り組みからみた住民間の

無理解ないし誤解

このような住民間の交流疎外の状況はより多

くの中国人の入居に伴い，一層明らかになって

きた。例えば，高齢者たる日本人住民にとって

は，地域のセーフテイネットワークの構築が大

切である。高齢者への臼常生活支援等が向じ高

齢者同士の日本人住民間で展開するのは困難で

ある。これは全団地の住民の協力と理解が欠か

せないのであり，中国人の参加も必要である。

また，日本人住民にとっては，隣に住んでいる

人がどのような人なのか分からないようでは，

安全な環境ではないことになる。したがって，

安全・安心な生活環境をつくるために，自治会

をはじめ，司本人住民は中国人と交流し，中国

人を仲間に入れるということを重視してきたが，

上手くいっていない。以下はその点について検

討したい。

3 -1 .自治会の入会勧誘

稲葉佳子・石井由香ら州は外国人住民への取

り組みが行われている10団地を対象にして，そ

こで外国人居住者への有効な対応方策をつくる

ために，自治会と行政ヤ NPOとの連携による

対応体制を類型化して，一般化可能な取組体制j

のモデルを導き出すことを試みた。その中で

A団地は中国人の自治会未加入に加え，行政と

NPOとの連携に取り組んでいないため，考察対

象から除かれていた。 A団地の自治会は中田人

の未加入を放置し，傍観しているのであろうか。

筆者は自治会を訪問したときに，自治会が中国

人への入会勧誘に努めっていることが分かった。

しかし，自治会の努力にもかかわらず宇宙人

の入会者は少ない状況にある。以下はその原因

について検討してみよう。

自治会役員が中国人に入会を誘ったとき，中

国人の無理解と無関心に遭遇したとのことであ

る。そうした無理解 無関心は中国人の日本語

理解に原因があると考え，中国語版の自治会入

会案内を作成して配布した。しかし，今度は中

国人側の「自治会の入会メリットは何なのかj

という質問に図惑したとのことである。自治会

長はその質問の意図が理解できなくて，中国人

が経済的なメリットを重視する考え方をつよく

持っているのかと思った という (17)。自治会役

員へのインタビューを通して，多くの役員が中

国人の未加入の原因を深く考えず，単なる経済

的な原因で入会を拒否したという理解を持って

いることが分かった。

しかし，中国人の自治会未加入は経済的なj京

国のみであるのだろうか。何のために自治会に

入るのか，自治会はどのよつな組織であるのか，

自治会がやることは何なのか，これらは団地の

日本人住民には理解されていると思われるが，

「自治会jの名称を付けている組織について聞い

たこともない中国人にとって，その意義等の理

解は困難であるようにみられる。それゆえ， I入
会メリットは何かjという質問をしたと思われ

る。

自治会は地域づくりの担い手としてその役割

が最も重要である。辻中豊ら (ω によれば，日本
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の自治会が「地域住民の親陸，住民生活に必要

なサービスの提供，市区町村による政策執行の

支援，市区町村に対する地域の要望の伝達など

多様な活動を行っているJ，I地域住民から構成

された」組織である。しかも，自治会は「住民

生活を円滑に保つために重要な役割を果たして

いるjのである。即ち，自治会は地域住民の要

求やニーズを交流する場であり，住民と住民の

間，住民と行政の問のかけ橋となっている。自

治会の活動に参加するというのは，自らこの地

域の構成員であり主体的に地域活動に参画する

という住民の意思が表示されることである。

自治会の作成した中居語版の自治会入会案内

の内容をみると，自治会の日常的な仕事と会費

納付の説明のみであり，日本人住民にとって理

解されている「自治会」の役割と機能について

は中国人に十分な説明がされていないように思

われる。したがって，この案内をみたとしても，

中国人にとっては「自治会jの意味が理解でき

なく，自治会の入会について判断できないと思

われる。

中国語版の自治会入会案内のほか，自治会は

もう一つの対策を打ち出した。それは中国人に

地域活動に参加してもらうことである。その対

策を契機として，自治会は積極的に中国人に接

触してきた。中居人のF氏側はB公民館でのス

ポーツ団体の活動終了後，餅をつく入手を探し

ている自治会役員に会ったのである。声をかけ

られた F氏はその役員に電話番号を教えた。そ

の後，自治会との付き合いが始まった。 F氏は

自治会の餅っき大会にこれまで (2012年まで)

2[0協力した。その他，自治会が協力したN地

区体育祭にも参加している。毎回活動する前に

自治会から参加者不足という理由で連絡がきたo

F氏が積極的に自治会に連絡することは一度も

ない。なぜかというと，それは日本人の活動で

あり，入手不足で中国人の協力を得たいときに

日本人から要請されると考えており，要請され

れば協力する，という態度をとっている。

以上はF氏の個人的体験であり， A団地の中

国人全体の考えを示すものではないが，地域の

他の活動から F氏のような考え方を持っている

中国人がA団地では少なくないように思われる。

「ふるさと祭り JはA団地住民のお祭りである

が，多くの中国人は自治会に入会していないた

め，まず活動(抽選等)に参加する資格を有し

ていなかった。また お祭りのとき，私たち

(中国人)の活動で、はないと患って一定の距離を

おいて日本人を見ている中国人が多くみられた。

中国人の自治会未加入及びA団地への関与の

薄さが生じた原因としては，前述したように i宇

宙入居住者の回転率の高さがあると思われる。

しかも，日本人住民からみると，自治会役員が

中国人に連絡するが，中由人が積極的に参加し

てこないのは，中国人が自治会と付き合おうと

しないからではないかと思っているかもしれな

しミ。

しかしながら，これは中国人だけの問題でな

く，中国人とのコミュニケーションを促進しよ

うとした自治会の仕方にも中国人に誤解を与え

たこともある。自治会が中国人に対ーする入会勧

誘事業の展開にあたって，異なる文化背景にお

ける中国人の考え方及び価値観を理解しようと

する意欲が欠如しているようにみられた。また，

自治会が中国人とコミュニケーションをしてい

るときに，交流疎外のため無理解と誤解を発生

させて，中国人側に脇役，協力者であると思わ

せるようになったことを見落としているように

感じられた。その結果として，自治会の意図が

中由人には伝わらず，中国人の考えも自治会に

理解されない状況が生じたのであろう。

3 -2.商庖会のイベント

自治会以外， A団地では商庖会も日本人住民

と中毘人との交流疎外を問題視するようになり，

住民間の交流を促進するために異文化交流のイ

ベントに力点を置いた。このイベントがA団地

における日本人住民と中国人との交流疎外にど

のような影響をもたらしたのか，また，その影

響が住民間の交流政外による誤解をどれ程解消

することができるのかについて検討したい。

商庖会は地域に住んでいる中愚人が多いとい

う特徴に対応するため A毘地蕗窟街の従来の

営業方針を改革しようと考えた。
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2013年に，商庖会は新たな挑戦として全居商

広街振興組合連合会が主催した「地域高高街活

性化事業(助成金)J側に応募して採択された。

補助金を得た商庖会はA団地の活性化への取り

組みに着手し始めて企画案を打ち出した。その

第一歩としては，顧客誘導・コミュニケーショ

ン的観点から中居人と密接に交流して， 日常的

なつながりを形成しようとする中国人への「囲

い込みJ(刊，また，それによって蕗届街の更な

る活性化を留ることである。さらに，その企画

案によって，地域活性化の観点から自治会と連

携して多文化共生に関する地域の仕組みを構築

しようとする商庖会の意図もみられる。

イベントは2013年12月14，15B (土， 日曜日)

と2014年 1月25，26日(土，日曜日)に開催さ

れた。イベントの一環として，高!苫会はステー

ジ出演の形式で日中文化交流を行うことにした。

そのため，商庖会は事前準備の段階で，市の関

連部局を訪れ，市の多文化共生の担当職員の意

見を聴取し，関連する組織及び民間団体との連

絡をとってもらった。そして，何回もやりとり

をして，多領域からの協力仰が得られるように

なった。また，イベント開催直前の打ち合わせ

の中で，高庖会は各協力者から多様な提案を得

て相互に意見を交換した。また， 12月のイベン

ト後の反省会で，商庖会はこれまで不十分なこ

とをまとめ， 1月のイベントを)11貢誠に行うため

の改善対策仰を提出しt:.o

しかしながら，このイベントの企画と運営を

担当しているのは主に日本人側であった。実は，

商j苫会において，外国人庖舗は 4軒(針)あるが，

イベントの企画段階から，日本人が主役として

議論を行い，外国人は開いているのみであった。

また，イベントのときに各庖は自分の営業を重

視していた。今屈のイベントの企画，準備，実

施において，日本人と外国人の会員間でコミュ

ニケーションが上手くとれていないし，商庖会

が組織として、活動していないことが感じられた。

イベントでは，日中住民間の交流を促進する

ために設定したステージ出演が日中住民にお互

いの文化をリアルに展示して接触する契機を提

供したことが十分に分かった。この点は中国人

へのインタピ、ユーにも感じられたし(お)，筆者も

ステージ出演の司会を通して感じた。イベント

の効果としては，日本人住民と中国人がステー

ジ出演を見て，相手の国の文化における「美J
を発見し，自白文化を再認識することができた

と思われる。しかしながら，催し物に対ーする感

想を持っている住民たちの交流がないままイベ

ントが終わってしまった。

商f吉会は日本人住民と中国人との共生に向け

て，イベントを通して相互の交流を促進し地域

内のネットワークを構築しようとした。しかも，

このイベントを通して多領域に係るi主体と結び

っくようになった。にもかかわらず，このよう

な活動の準備，開催及び結果をみると，高応会

にとっては，中国人と密接に交流をIZJるという

企画案の自標を達成するには至っていない。

4. B公民館の多文化共生に関する事業

JlI口市では中学校区単位に34公民館が設置さ

れて，地域住民の「集いの場Jとして事業が展開

されている。 2013年 3月末現在， B公民館には

常勤公民館職員 2名と嘱託 l名が配置された凶o

JII口市の公務員の場合は，毎年人事異動が行わ

れているが，同じ業務内容を一般的に 3年位務

めることとなっている。人事異動に際して，公民

館職員は専門職でなく，他の部局から回ってく

る職員が担当することもある (27)。市では公民館

職員の専門性を重視していないように思われる。

B公民館はA団地の中心部に設置されて，白

地開設と同時に開館し30年以上の歴史を持って

いる。 A団地における日本人住民と中国人の

「集いの場jをつくるために， B公民館がどのよ

うに取り組んでいるのか，公民館の事業分析を

通して1食討したし 10

異なる国籍間の住民の交流を促進する手段の

ーっとして言語が重要である。 地域に根差した

公的社会教育機関である B公民館は語学の学習

講産における異文化の接触を通して，地域にお

ける多文化共生を促進しようとした。団地にお

ける言語の壁が存在していると思ったB公民館

職員は日本人向けの「初心者のための中国語会

話教室J(以下， i教室jと略す)を企画した。
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2010年度では，中居(上海)の万博がもたらし

た中国ブームのため，受講者が20人を越えた。

しかし， 2011年に入って，受講者は減少し10人

未満になった。 B公民館は2014年度の主催事業

から教室を中止した倒。この教室の受講者数が

減少して仁iコ止されるに至る原!翠について検討し

fこいc

教室は毎年10月の毎週の金曜日午後に開催さ

れる講座で，中国文化を紹介する主旨を持って

中国語が全く話せない住民に中国語の学習機会

を提供する事業である。 1か月間の受講回数と

受講時間が合わせて 4由，合計 8時間である。

筆者は2012年と2013年の二年間にわたって教室

を見学した。受講者の多くはこの団地に住んで

いる中高年者で，内容は極簡単な日常会話であ

る。講師が教えるときに，中国語の発音練習を

重ねて中国の文化や日常生活上の豆知識を紹介

した。受講者たちは中国語に勿論関心を持って

いるが，中国の文化に対しでも興味を持ってい

るように感じられた。講座が終わったとき，受

講者は講師に中回文化に関する質問をし，中国

に旅行した経験を他の受講者と共有した。以上

は教室の基本状況及び筆者が観察した授業中の

光景である。

筆者は2013年に，中国語学習及び教室の授業

に関する感想、について教室の受講者10名にアン

ケート調査を実施したω。回答から次の情報を

得ることができた。教室の時間については，全

員が受講回数と受講時間が少ないと感じている。

内容については，毎年度入門内容の繰り返しの

みでなく，初級， !~:]級のようにクラスを分け継

続的に勉強したいということが分かった。さら

に，中国語学習への関心については，公民館の

場を借りてサークルを結成し中毘諾を勉強して

いくという提案も出てきた。

筆者はこのようなアンケートから得た情報を

B公民館職員と共有した。回答の意見と提案を

まとめて，館長にインタビューしたときに提出

した。教室の回数と時間の増加という要求に対

しては，館長より不可能であるとの回答が出さ

れた。なぜかというと， JII口市の公民館で実施

する講座は殆ど短期で企画され，公民館として

は，住民に学習機会及び場所のみ提供するとい

う立場をとっているからである。

さらに， B公民館の場を借りてサークルを結

成するという希望に対しては，館長は次のよう

に応、えた倒。受講者自身が学習内容に興味を持

ってサークルを結成しようとする場合，公民館

に相談すれば，そのことに関しては，職員は対

応するというのがB公民館の行う支援である O

B公民館職員が積撞的にサークルを育成するこ

とをしないことが館長の話から分かった。 B公

民館職員と利用者の関には学習活動支援の関係

が形成されていないように思われた。例えば，

初回の教室が始まるときに，職員は講締の紹介

をした以外，事務室にいる時間が多くて教室に

は殆ど顔を出さず受講者と交流もしていなかっ

た。そのため， B公民館職員が受講者の意見や

学習効果等を把握するのは殆どできていないよ

うにみえる。

教室の事業において， B公民館職員が人間関

係の構築，特に，利用者とのコミュニケーショ

ンに対して消極的な態度をとっていることが!惑

じられる。他方で，日本語教室の開催において，

B公民館職員が公的社会教育機関としての公民

館の役割に関する自覚をもっていないように思

jつれる。

B公民館の事業では，日本語に関する講座等

が企画されていない。 A団地に住んでいる多く

の中国人には，日本語の学習ニーズがないはず

はないと思われる。筆者は，この問題意識をも

ってB公民館の他の事業を見学したときに，ロ

ビーで職員に日本語教室の有無を質問していた

中国人に遭遇した。職員は公民館で日本語教室

を行っていないと説明しつつ，日本語講座のあ

る他の場所を教えた。筆者は，日本語教室が企

画されない理由について館長に質問した。公民

館の事業は年度初めに予算上で決められており，

現在は日本語講座の予算としては計上していな

いため，学習ニーズがあったとしてもすぐに対

応できない状況であるというのが館長の回答で

あった。また，館長は，過去にボランテイアに

よって日本語教室が行われたが，そのボランテ

イアの忙しさのため，日本語教室が中止された
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と説明した。 日本語教室を行おうとするボラン

テイアがいれば， B公民館がそれをサポートし

て場所を提供するとのことである。

しかし，公民館は単なる場所の貸し出しサー

ビスを提供する施設のみであろうか。「進展する

社会と公民館の運営J(文部省社会教育局作成資

料， 1963 (昭和38)年3月)によると，公民館の

役割が社会教育法(第20条)の趣旨にj添示つて，

以下の四つの，)場揚」 として取り上げられた cl印川訂叫1)

①関放的な，生活のための学習や文化活動の場

②日常生活から生ずる問題の解決を助ける場

③専門的な施設や機関と住民との結び目とな

る場

④仲間づくりの場

このような「場Jをつくるプロセスの中で，

公民館の役割は単なる場所の提供でなく，公民

館の利用を通して，相互に接触の機会を増やし，

住民間土及び住民と関連機関とのつながりをと

ることである。公民館はその呂標を達成するた

めに，住民の学習ニーズに応じた事業を企画・

展開し，時には，助言する必要がある。

例えば，自系南米人の集住地域の一つで、ある

静岡県袋井市の浅羽南公民館では，次のような

取り組みがされている。 2008(平成20)年度から

ボランティアによる「日本語サロンJは地域の

ニーズに応えて計画され発足した。公民館とし

ては， ，日本語サロンjが円j骨に進むように，多

方面でサポートをしていた。まずチラシや口コ

ミ 企業回りをしてこのサロンの広報を行った。

そして集まった参加者の希望時間と要望をボラ

ンティアとマッチングし，計画票の作成，部屋

の確保，教材のコピー等を担当し，さらに，学

習の目安として「学習証明書jを作成して企業

の方に日本語能力を認めてもらうように努力し

ていた (3ヘこのように進んできた「日本語サロ

ンJは浅羽南公民館の教育的な介入のためより

スムーズになってきた。その背景には，公民館

職員が公民館の役割及び公民館職員としての業

務に対ーする自覚をもっていることが考えられよ

う。 B公民館とは異なって浅羽南公民館は積極

的に利用者と学習支援関係を形成しようとする

取り組みをしている。自治体によって社会教育

の政策方針と公民館の位置づけが異なったとし

ても，公民館職員の意識が公民館の事業の内容

に大きく影響していると思われる。

5. A団地の取り組みに関する分析及び多文化

共生形成のメカニズムの構築

5 -1 .意義

これまでみてきたように課題があるものの，

A団地の多文化共生の取り組みは地域の B本人

住民と中国人にとってそれなりの意味をもって

きたことは否定できない。特に，日常生活にお

ける日本人住民と中居人の隔たりを解消し共生

していくためには一定の意義があった。

自治会は具体的な取り組みを展開していない

ものの，中国人を日本人の仲間に入れるために

中国語版の自治会入会案内を作成し，中国人と

の交流機会をつくろうとするために積極的に中

国人とのコミュニケーションを促進した。その

結果，中国人を含めた外国人は10世帯が自治会

に入会した。この10世帯の外国人の入会を通し

て， 自治会は自信を得得-てこの取り組みをt継!控主絞しし， 

より多くの中国人を仲間に入れようとしい3寸う姿勢

もみられた(附1沼刈3沿)

商!活苫会はi地也域の中国人を営業に「図い込むJ

というような趣旨をもつて，地域の活性化の一

環として，イベントを通して中国文化を日本人

住民に伝え日本文化を中国人に紹介する場をつ

くった。それに対して，日本という異国にいる

中国人は自国の伝統文化的な催し物をみて，日

本人が中国人のためにこのようなイベントを!関菊

{催崖してくれたこと そして中匡図!人を!匠団至宝i地の一員

として認識していると考えるようになつた iヰキi国

人カがτ九しい1る(ω3初ω4心)

B公民館は市の方針に基つづεいて，住民の「集

いの場」として，だれでも利用できる場所にな

るように事業を展開している。日本人住民のレ

クリエーション団体，文化教養サークルは公民

館の施設や設備を利用していると同時に，中国

入団体も公民館の体育ホールでバスケットボー

ル，バドミントンと卓球をしている。このよう

に， B公民館は住民の様々な活動に利用されて

いる。
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5 -2. 課題

ただし，各取り組みにおける課題も多い。

自治会の事業においては，中国人を住民とし

て対等関係の下でパートナーシップを構築する

ことが欠けている。中国人への勧誘方式におい

ては，自治会が「入手不足」との理由で中国人

に声をかける契機とすることは，中国人に自分

が脇役であると思わせる。組織運営においては，

10世帯の外liJ人の入会にかかわらず，自治会は

この機会を利用して外国人に自治会役員として

の役割を担ってもらうとは考えていないし，日

常の仕事及び自治会活動に仲間として入っても

らう意識も持っていない。自治会の働きかけは

外国人住民に入会を勧誘することに力点が置か

れすぎているように思う。

現在，外国人集住地域では，自治会に外国人

の役員が登用されるのは珍しくない(紛。 活動の

企画から設営準備，そして後片づけに至るまで，

外国人と日本人が一緒にすることを通して，

地域社会のパートナーとして認め合う関係づく

りをねらっている自治会のような住民組織もあ

る附o A団地においては，より多くの外国人，

特に中国人の世帯に入会してもらうためには，

自治会の存在意義を中国人のコミュニティに広

げることが欠かせないと思われる。中国人役員

を通しては，自治会と中国人のコミュニティの

つながりが形成される可能性が提供できるであ

ろう。したがって， A団地の自治会にとっては，

中国人の会員を自治会の役員として活用し地域

人材として育成することは今後の課題になるで

あろう。

商}苫会は自治会と同じような課題を抱えてい

る。高庖会には上述したように外国人居舗が4軒

入っている。しかしながら，日本人会員と外国

人会員との交流は殆どみられていない。イベン

トの企画，設営準備及び後片づけにおいて，外

国人会員は加わっていなし」外国人会員が当日

だけ加わるというような形態で商庖会の主催し

たイベントに参加したようにみられた。高庖会

は地域の中国人を「囲い込んでJ経営しつつ，

地域住民間の交流を促進するためには，まず，

蕗沼会内部の会員間の交流促進に着手すること

が必要で、あろう。

上述したように， A団地の自治会の事業及び

商庖会の取り組みにおいては，中国人を対等関

係の住民として共生していくことが意識されて

いないように感じられた。

B公民館はA団地において，地域住民から

「スープの冷めないJr下駄履きで行けるj距離

に設置されている (3九集いの場をつくるために

は，住民に施設の貸し出しサービスを提供する

ことに努力している姿勢がみられたが，学習支

援の面では， B公民館職員は十分な役割を果た

しているとはいえないように思われた。

前述したように，住民の多様な活動に利用さ

れている B公民館は，日本人住民と中国人の交

流や組織化を促進する働きかけが弱いように思

われる。そのため B公民館は住民から一つの

公共施設としてしか認知されていないように思

われる。公的社会教育機関としてのB公民館で

は，具体的な場所を提供するのみではなく，公

民館職員が知識，経験及び専門性を通して，地

域の日本人住民と中国人に日常生活から生す、る

問題の解決について助言し，必要な情報が交換

できるような学習の場を提供することが可能で

あろうか。

事業の企画においては， B公民館職員の企画

力及び事業の実施状況に関する情報の収集力，

管理-調整力といった業務の取り扱い方法と態

度の不十分さがみられた。中国人が集住してい

るA団地では，言語問題で生活上にもたらした

葛藤は，臼系南米人の集住地域ほど問題になっ

ていないが側，言語学習の要望を持っている中

国人と日本人住民がいることも実情である。た

だし， B公民館はそれを問題視することをせず，

住民たちの言語学習のニーズにも応、えていない

ように感じられた。そのような住民の学習要望

に留意すれば， B公民館も浅羽南公民館のよう

に，住民の学習ニーズに応じた事業を企画し，

事業を通して日常生活に生じた問題の解決を支

援し，住民間で必要な情報が交換できるような

住民の学習と交流の場を構築することが可能で

あろう。自治会と商庖会の抱えている課題が単

なる自治会と商庖会の課題だけでなく， A団地
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の日本人住民と中国人の共通課題で、もある。 B

公民館職員はこの課題を見落として，自治会と

商庖会をサポートする学習プログラムとして事

業を企画する意識をもっておらず， B公民館内

で形成される学習の場を通して B公民館が日本

人住民と中国人の学習と交流の場になるような

企画力が不足しているように思われる。

津野由紀子は， I地域住民と密着した公民館

は，こうした草の根の国際交流の拠点となるこ

とができJ，地域の国際理解を促進するために，

草の根レベルの国際交流や異文化との接触を通

じて，直接的に互いの量かれている立場につい

ての理解を深める役割を果たすところであると

指摘した倒。これまで 住民の集まりの場所と

してのB公民館は，自治会と商高会をサポート

し日本人住民と中巨人により多くの学習機会を

提供することが今後の課題であると思われる。

こうした役割を果たしていけば， B公民館は津

野が指摘したように 地域の多文化共生の拠点

になり得るのではないか。

5 -3.多文化共生形成のメカニズム構築の可

能性

現在，自治会，商庖会及びB公民館は各々の

事業を展開しており，相互協力や共同作業等が

殆どされていない。商庖会が主催したイベント

において自治会の参加姿勢については， I努力の

ないJI考えポリシーがないJrやらなくちゃい

けない態度jであったという批判が商庖会から

出ている (4ヘ自治会の主催したお祭りにおいて，

商店会は出店の準備をしており，自治会の仕事

に協力しなかったo B公民館はただ施設を貸し

出しただけである。それは協力というより，む

しろ，公民館の施設貸出事業を行っただけのよ

うに感じられた(刊。

ところが，自治会と商庖会との連携はA田地

にとっては器難なことではないと，筆者は思っ

ている。なぜかというと，自治会の役員が向時

に商庖会の会員である者が少なくないのである。

彼たち/彼女たちを通して組織間の横のつなが

りを形成し得る可能性があると思われる。かり

に，自治会，商店会と B公民館は連携して， A

団地にとっての取り組みを展開するとすれば，

どのような効果をもたらし得るのであろうか。

ここに至って，筆者はA団地においては，多

文化共生形成のメカニズムを構築するには，公

的社会教育機関である B公民館を地域の拠点、と

して，自治会と商庖会が相互協力の関係をつく

り， B公民館と連携して多文化共生形成に関す

るメカニズムの構築を仮説として提出したい。

しかも，筆者からみると， A団地にとっては，

これが実現し得る可能性があると思われる。

そのメカニズムにおいて，筆者は次のような

ことに取り組むことが望ましいと考えている。

具体的にいえば， B公民館は自治会のためにB

公民館を利用している中国人のスポーツ団体の

団員との交流機会をつくる。自治会はこのよう

な中国人との接点を通して 中国人のニーズ及

び住民間の課題を把握する。 B公民館は事業を

企画するに際して 自治会と商庖会の意見を求

め事業を充実する。たとえば， B公民館は講座

を企画するとき，営業上の言語の壁を配慮して

中国語講座に買い物時の i宇宙語を加え商庖会の

悩みを減少し，自治会と践活会からの情報を得

て日本語講座で中国人に日本における日常生活

に関連する習慣・ルールを{云える。さらに， B 

公民館は地域の拠点として自治会や商沼会をは

じめ，地域住民の情報交換の場，交流の場に努

める。(図 l参照)

自治体

図 1 A岳地における公民館を拠点とした多文

化共生形成のメカニズム(筆者作成)
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勿論，地域社会における多文化共生を推進す

るには，住民レベルのみではできなくて，自治

体レベル，国レベルの政策等が欠かせない。ま

た，地域社会(住民側)と行政側との連携も必

要である。 A菌地の場合は管理運営主体である

UR都市機構との連携も必要であろう。

6. おわりに

本稿では，埼玉県)11口市における中国人の集

住地域である A団地に着目し，そこにおける住

民組織及び公的社会教育機関である B公民館が

展開した多文化共生の取り組み実態の事例分析

を通して，多様なー取り組みが地域においてもっ

ている意味，そして，存在している課題を検討-

lt..::o 

外国人の集住に伴い，多様な百常生活レベル

の問題が顕在化してきた。また，それは外国人

が集住してみてはじめて重視された社会問題で

ある。このような社会問題を解消するために，

国家をはじめ，各自治体が外国人の集住に伴っ

て地域社会に生じた問題の解決に着手して，I多

文化共生jということばが施策，方針に取り入

れられて政策用語として使われてきた。しかし，

実際に地域社会における多文化共生の担い手は，

行政ではなく，地域住民である。

小池源吾と天野かおりは，日系ブラジル人の

集住地域である群馬県大泉町における多文化共

生が上手く推進していないといえる原因が日系

ブラジル人を受け入れるよで行政側と住民側の

間に生じた食い違いにあることを指摘した(必)o

!I汀民は日系ブラジル人を隣人として共生してい

くことを意識していない。行政がいくら「多文

化共生JI共生のまちづくりJを提唱してみたと

ころで， Iまちづくり」の主体である住民の成長

という視点が欠落したならば，自本人住民と外

国人住民の「共生jが商餅に終わるとのことで

ある。したがって，地域に暮らしている日本人

住民が外国人を同じ地域の住民として理解し共

生していくという意識をもっていないと，地域

における多文化共生が上手く推進できないとい

うことが小池と天野の研究により明らかにされ

たO

本稿が事例としたA団地の日本人住民と中国

人とのコミュニケーションにおいて，交流疎外

に起歯した無理解と誤解の内実が明らかになっ

た。日本人住民側から自発的に中国人と交流を

促進して共生していこうとした点では，住民の

成長があり，中国人を隣人として認識し中国人

と共生していこうという意思もよくみられた。

ただい筆者からみると，このような取り組み

を展開するにあたって 地域の多文化共生形成

のメカニズムの構築が必要であると思われる。

本稿では，多文化共生推進の「原動力jωで

ある住民組織及び地域の公的社会教育機関が展

開した多文化共生の取り組みの考察・分析に力

点を置いた。特に， A団地のような，多文化共

生形成のメカニズムも構築されていない地域に

おいては，行政側から提唱した「多文化共生社

会づくりJに対して，地域の多文化共生形成の

実態把握がとりわけ重要であると考えられる。

したがって，本稿では， A団地における多文化

共生に関する実態を把握し 問題点を分析・究

明した。このような検討から，筆者は仮説とし

てB公民館を地域拠点としたA団地の多文化共

生形成のメカニズム構築の可能性を提出した。

注

( 1) 2013年末現在，在留外国人数は206万6，445人

で，前年末によヒべ3万2，789人(1.6%)増加して

いる。在留資格等別では， i永住者Jが65万5，315

人 (4.9%増)と最も多く，次いで， i特別永住

者Jが37万3，221人 (2.1%減)， I留学Jが19万

3，073人 (6.7%増)と続いている。

法務省 f平成25年末現在における在留外国人数

について(確定値)Jによる。 (2014年3月20日

公表)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 

nyuukokukanri04-00040.html (2015年l月5

日最終閲覧)

( 2 )入居申請手続きの簡素化，保証金の撤廃，貯

蓄や収入が一定の基準を満たせば，誰でも入居

できるようになった。外国人に対する特別な要

求が入居申請の文面から削除されている。申込

み時に「住民票の写し，所得証明書などの必要
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書類の提出で，申込み資格は確認できる」との

ことである。

UR都市機構ホームページによる。

http://w¥九州T.ur-net.go.jp/kanto/(2015年 1 月5 

B最終閲覧)

(3) UJ下清海「第二次世界大戦後における東京在

留中国人の人口変化Jr人文地理学研究 3U筑

波大学大学院生命環境科学研究科(地理環境科

学専攻)， 2007年 5丹。また，法務省が公表した

数値によれば， 2013年12月現在都道府県加の在

留中匡!人では，人数が最も多いのは東京都(15

万5，975)で全国の24%を占め，以下は神奈JlI県，

大阪府，埼玉県，愛知県，千葉県と続いている。

法務省「在留資格別 在留外国人(その 1中国)J

(2014年 5月28日公表)

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/ 

List.do?lid = 000001118467 (2015年 l月5日最

終閲覧)

( 4 )多文化共生推進協議会は，日系ブラジル人等

の外国人住民が多数居住する愛知県，群馬県，

長野県，岐阜県，静岡県，三重県，滋賀県及び

名吉屋市が一致協力して，多文化共生社会の形

成に向けて総合的かっ効果的な取組を進めるこ

とを自的として，平成16年3月に設量した。

多文化共生推進協議会ホームページによる。

http://vvww.pref.aichi♂/kokusai/kyogikai/ top 

css/kyougikai -gaiyou121108up.pdf (2015年 1

月5B最終閲覧)

また，外国人集住都市会議の組織は，ニュー

カマーと呼ばれる南米日系人を中心とする外国

人生民が多数居住する都市の行政並びに地域の

国際交流協会等をもって構成し，外国人住民に

係わる施策や活動状況に関する情報交換を行う

なかで，地域で顕在化しつつある様々な問題の

解決に積極的に取り組んでいくことを目的とし

て設立し，外国人住民に係わる諸課題は広範か

っ多岐にわたるとともに，就労，教育，医療，

社会保障など，法律や制度に起因するものも多

いことから，必要に応じて首長会議を開催し，

国・県及び関係機関への提言や連携した取り組

みを十食言すしている。

外国人集住都市会議ホームページによる。

http://vvww.shujutoshi.jp/ gaiyou/index.htm 

(2015年 1丹5日最終関覧)

( 5 )筆者は2012年 2 月 ~2014年 3 月にかけて，イ

ンタビュー調査及び公民館講座へのアンケート

調査を行った。 A団地の自治会， j市 J~i会及び公

民館の関連者にインタビューして，各活動・事企

業を考察し，場合によって活動に参与した。現

在に至っても，実地調査が継続している。

( 6 )本稿で、使っている「交流疎外」は，日本人住

民と中国人が相互の文化や生活様式について理

解が不足な状況で交流することによって，規範

や行動についての共通認識が形成されず，誤解

が生ずる状態を指している。

( 7) 2010年登録外国人統計 i(別表)外国人登録

者数総数上位100自治体J政府統計の総合窓口，

2011年8月四日公表。

http://www.e-stat.go.jp/SG 1/ estat/List. 

do?lid=000001l11139 (2015年 1月5日i詮終閲

覧)

( 8) }II口市のホームページ「かわぐちの人仁lJ

(第 1表)， 2014年12月41ヨ更新。

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/0401301 

0/04013010.html (2015年 1月5日最終閲覧)

( 9 )多文化共生の推進に関する研究会 f多文化共

生の推進に関する研究会報告書~地域における

多文化共生の推進に向けて ~j 総務省， 2006:{1:e 

3 YL p.5。

(10) }II口市役所市民生活部品、わぐち市民パートナ

ーステーション rJII口市多文化共生指針12012 

年2月， p. 140 }II口市多文化共生指針策定委員

会の委員は10名から構成されている。委員とし

て，在住外国人市民(中国籍)とボランティア

2名も含まれている。

(11) 向上資料， p.11o 

(12) }II口市ホームページ「かわぐちの人口第 5表

了i可字別人口J，2014年12月31ヨ吏新。

h比ttゆp:ν//八w入νTWW.Cιit匂y.k王awaguchi廿iし.必.J即p/k王bn/0401302

1ν/0ω40白13犯02幻l.htm凶1(ω20白15王4年r:.三 1)月=J5日最終i間渇覧)

(13) A団地の賃貸住宅に関する情報は以 Fのよう

である。
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住宅 管理 床沼穣

型式 階数 戸数 CmZ
) 家霊童C乃千弓) 公遜重量(円)

3133~ 

l白〈 1~15 以8 34.26 5.26~.02 2.6∞ 

4160~ 

創〈 1~15 1137 44.12 7. 04~7. 91 2.6∞ 

彼〈十S/2IJl!く 49. 20~ 8. 30~ 

/3a< 
1~15 667 7138 11.28 2.佼沿

一同一 一…'--

( r先着順受付対象団地のご案内JUR都布機構

()日都市公fJ'1の賃貸住宅)， 2006 (平成18)年4月発行。)

(14) 2012年 8月 7日(火)に， A団地自治会， B公

民館， レクリエーション団体へのインタビュー

による。

(15) 中国訪の原文は以下のようである。

「注意:縦約見有l訴時折在.tl回路嘘主主O

L計士宮似t1T7g!因方万13祥不但姶!埼自行卒等的行人

帯来不便，市且也姶小該子造}J.¥ty志位!!敬清坊、助!J

この告知文は団地のメイン通路の近くの指示板

に百ミられている。

この告知文を掲示したのはUR都市機構で，中

国語の文章はそこで非常勤として勤務している

中国人職員が翻訳したのである。 (2012年12月 2

日(日)に，自治会へのインタビューによる。)

(16)稲葉佳子・石井由香(他) I公営住宅および

都市再生機構の賃貸住宅における外国入居住に

関する研究一外国入居住への取組が行われる羽

田地を対象に r日本建築学会計画系論文集』

第75巻第656号，2010年。

(17) 2012年 5月21日(月)に 自治会長へのインタ

ビューによる。

(18)辻中豊・ロパート・ペッカネン・山本英弘

D克代日本の自治会・町内会一第 l回全国調査に

みる自治力・ネットワーク・ガバナンス-j木

鐸社， 2009年， p.170 

(19) 2012年12月2日(日)に F氏へのインタピュ

ーによる。 IT関係会社の社員である F氏は来日

して10年以上になったO 最初は社宅の入居とい

う契機でA団地に住んできた。現在，自分で探

した部屋も A団地にある。 A団地に住み続ける

理由は同僚が多くて， A団地の生活環境に慣れ

ているとのことである。

(20) この事業は，高j苫街振興組合等が地域コミュ

ニティの担い手として実施する各事業に要する

経費を助成することによって恒常的な商応街の

集客力と販売力の向上を留ることを白的とする

ものである。助成額は上限400万円(下限30万

円)である。「地域商};~街活性化事業(助成金)J， 

全忠商応街振興組合連合会ホームページによる o

http://www.syoutengai.or.jp/(2013年12月20

日最終関覧)

(21) A団地商j苫会の作成した IA団地高J苫街地域

活性化事業企画書J(平成25年度)による。

(22)協力してもらった組織及び団体には，都市再

生機構埼玉支部，日本中国友好協会埼玉支部，

中国京劇役者出演13]， )11口文化服飾学院，大蔵

狂言，県警管楽器カラーガード等がある。

(23)改善策として，福引券が貼付しているチラシ

を住民のメールボックスへの配布から各戸のド

アのポストに入れることに変更した。 (2014年 2

月比日(金)に，イベントの組織者である元商庖

会長T氏へのインタビューによる。)

(24) 中国人の料理屋，物産庖， NPO法人による

保育歯，及び韓国人の料理屋。

(25) 2014年 1月25，26日(土，日)に，中国人の祖

母 2人と若い母親2人へのインタビューによる。

この 4人は四日間のイベントにおける出演を見

に来た者で，また， B公民館を利用している者

である。現場で中国伝統的な京劇や民族楽器の

演奏が見られることは国内でも少ないので，中

国伝統的な曲芸を新たに認識したということは

この 4人に共通した感想である。

(26) 2014年 4月から，常勤職員 2名 r属託2名が

配量された。

(27) 2012年 4月に赴任した公民館長はこれまで市

民生活謀福祉関係の職に従事していた。

(28) 2014年 9月 6日(土) 公民館職員へのインタ

ピューによる。

(29) 2013年10月18日(金)に実施。

(30) 2012年10月初日(金)に，公民館長へのインタ

ピューによる。

(31)社団法人全国公民館連合会 f公民館関係者必

携j， 2010 (平成22)年， pp.138-1400 

(32)静向大学生涯学習教育研究センター・静岡県

公民館連絡協議会『地域を担う公民館の役割と
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展望報告書j2010年3月， pp.20-230 

(33) 2012年11月28 (金)に，自治会長と副会長へ

のインタビューによる。 2014年 3月末現在，外

国人世帯の入会状況は変更なし。

(34) 2013年12月14，15日(土， EJ)のイベント会場

に見物に来ていた中国人との話による。

(35)池上重弘・福岡欣治 f外缶入居住者は地域コ

ミュニティの担い手となり得るか?-焼津市T

団地での調査から-Jr静岡文化芸術大学研究紀

要jVOL. 5，静岡文化芸術大学， 2004年。この

論文では，焼津市日系南米人が集住しているT団

地の自治会において 外国人の役員が設置され

て自治会活動に外国人居住者の意見を直接反省

させる IB路をつくるといった対応策を打ち出し

ているとされている。

(36)小池源吾・天野かおり「多文化共生社会をめ

ざす社会教育の構想、」広島大学大学院教育学研

究科紀第三部第59号， 2010年， p. 7。文献では，

フィリピン人が集住している名古屋市中区栄東

地区においては， NPO法人「栄東まちづくりの

会Jと「フィリピン人移住者センタを中核

にして住民間の交流活動への取り組みが展開さ

れている。

(37) r月刊公民館j公益社団法人全国公民館連合

会， 2011年4月， p. 7。

(38) 日系南米人が言語問題で引き起こしている生

活上の問題として，例えば，前掲池上・福岡論

文， p.6。

アナ・エリーザ・ヤマグチ「日本における外国

入居住と地域住民の諸問題の再検討一日系ブラ

ジル人住民の視点から rラテンアメリカ・カ

リブ研究』第10号， 2013年， p.290 

(39)津野由紀子「公民館と国際理解Jr月刊公民
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Efforts toward Establishment of a Multicultural Coexistence 

in a Highly Concentrated Community of Foreign Residents: 

A Case Study of Kawaguchi， Saitama 

Beibei CAO 

This paper clarifies the significance and issues in efforts toward establishment of a multicultural 

coexistence， focusing on areas with a large population of Chinese newcomers， by conducting aαse study on the 

current situation related to those efforts. 

In area A in Kawa忠lchi，Saitama， problems involving neighbor relationships and the訂 ea'ssafety network 

have increased with the rapid expansion in the number of Chinese newcomers. Because of different cultures and 

conventions， there have been several misunderstandings and misapprehension between ]apanese residents and 

Chinese newcomers. In order to solve the problems， the neighborhood association， the shop-owners' 

organization and the Kominkan have concentrated their efforts on promoting communication and coexistence 

between the ]apanese and Chinese. However， these efforts have proven ine宜ectivein tempering and improving 

the situation 

By analyzing what these groups carried out and how these groups attempted to resolve the situation， this 

paper reveals three problems in their efforts even with some level of achievement gained. First， the ]apanese do 

not regard the Chinese as their partners， and interaction behveen the ]apanese and Chinese is still not on an 

equal footing. Second， the neighborhood association， the shop-owners' organization and the Kominkan all made 

an effort to improve the situation independently and therefore did not share information about problems and 

residents' needs. Third， the Kominkan is not promoting and exploiting its advantages to the fullest， not offering 

support to the other two organizations， and not providing an appropriate response to residents' needs. 

To build a mechanism of multicultur・alcoexistence in area A， cooperation and linkage among the 

neighborhood association， the shop回owners'organization and the Kominkan are necessary. This mechanism 

should feature the Kominkan where residents can communicate with each other and support the neighbor・hood

association and the shop-ownerぜorganizationwith an appropriate response to residents' needs. 
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